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第43回中小企業政策審議会 事前提出意見

・ 「ビジネスと人権」に関する事業
・ 社労士が第三者として労務管理の状況を確認・評価等を行う事業（いわゆる労務監査）

全国社会保険労務士会連合会 参与 石倉 正仁
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出典：経済産業省「通商白書2021」

○国際法と国内法のギャップ
➡ グローバル企業から求められている基準が国内法を上回ることを求められているケースが発生
（例）家族経営における人権（労働基準法第116条第2項（適用除外））※相談事例は本資料21ページ参照

○企業において確認すべき範囲の広がり（家族経営から大企業まで、国内企業から海外企業）
➡ サプライチェーンの適正化
➡ ソフトローのハードロー化
（例）自社が自社の雇用者だけではなく他社（者）への配慮等を求める事業主の措置が事実上の義務となる

強制性の強いものにおいては直ちにではなくとも取引停止につながる可能性

○社会対話の促進（ステークホルダーエンゲージメント）
➡ 経営者と労働者（他社含む）、取引慣行の整備（自社と取引先、同業他社）等

全国社会保険労務士会連合会として「ビジネスと人権」の事業を通じて感じる課題
弊会の「ビジネスと人権」に関する事業概要は本資料30,31ページ参照）
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＜厚生労働省への要望等＞
（１）企業内外における社会対話を促進する施策の展開

➡ 「労働」をキーワードとして、単純な情報交換から、より発達した協議形態など多様な形態による社会対話を、より
一層実効性の確保促進するような仕組みの構築、あるいは定期的な実施（研修やチラシ作成などによる一方による情
報提供を除く）等、社会対話の促進が現場レベルで促進できる施策の展開を要望します。

（２）既存の法律等にある機能の他法等への応用
➡ 昨今、既存法や指針において「他の事業主への配慮」規定や「自ら雇用する労働者以外への望ましい取り組み」を示

すなどの機能がみられるようになっております。これは自社内のみならず、取引先従業員や顧客・消費者等自社事業
活動に関わる全ての人の人権を尊重することを後押しするものであり、ステークホルダーエンゲージメントを実践す
るために重要な機能だと考えます。したがいまして、同様の機能を他の法律や指針へ応用することを要望します。

（例）
①長時間労働につながる取引慣行を見直すこと（納期の適正化、急な仕様変更抑制、発注の平準化等）

➡ 根拠：労働時間等設定改善法第２条（事業主等の責務）、労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定改
善指針）

➁ハラスメント防止に関すること（男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法等）
➡ 根拠：男女雇用機会均等法第11条（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等）、

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
➡ 根拠：労働施策総合推進法第30条の２（雇用管理上の措置等）・同条の３（国、事業主及び労働者の責務）、

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等につ
いての指針等

2023.9.25開催 厚生労働省大臣官房国際課設置「国内の労働分野における政策
手段を用いた国際課題への対応に関する検討会」当連合会提出資料（抄）



3出典：いずれも厚生労働省作成 チラシやリーフレット等の抜粋

（参考）自社だけでなく他のステークホルダーに影響を
及ぼすことを可能としている国内の法律や指針

2023.9.25開催 厚生労働省大臣官房国際課設置「国内の労働分野における政策
手段を用いた国際課題への対応に関する検討会」当連合会提出資料（抄）
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労働基準法第116条第2項 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については適用しない。

➡ 実務上の課題として、グローバルサプライチェーンでの取引において発注元企業（グローバル企業）から、
日本の大企業経由で地場の事業場で確認を求められた際、国内法を上回る確認を求められることへの対応

企業（企業規模20～50人程度）から社労士に寄せられた主な相談内容及び回答事案例

Q１（企業）．発注元から対応を求められた。何から始めればよいのかわからない。
A1（社労士）.人権DDに沿った対応をすることになると思います。人権方針の策定から情報開示までの一連のプロセスになりますが、一
度に全てを取り組むというより、リソースなどもありますし、御社の現状の取り組み状況をリスクマッピングしたうえで、対応の優先度
を考えていきましょう。

Q２（企業）.取引先企業から調査票を確認したうえで、提出を求められた。確認するとヨーロッパのアパレルブランドからの要求とのこ
と。どのように対応すればよいのか。用語が難しくて対応できているのかどうかわからない。
A２（社労士）.ハラスメントの窓口設置等大半は就業規則に規定していて網羅できているように思います。一方で、サプライチェーン上
での問題把握など考えていなかったテーマもあるようです。まずは、これまでの自社の取り組みを整理して国内法の対応を整え、自社の
取組状況を開示しつつ、徐々に国際基準にまで引き上げたアプローチをしていきましょう。

Q３（企業）.発注元企業から調査票が届いたが担当に確認すると当社の発注先企業分も含めて確認するように言われた。当社が発注して
いる先は家族経営で２名しかいないところであるが、そういったところでも確認が必要か？
A３（社労士）.確認は必要です。家族経営で経営者であっても人権はあります。短納期発注や急な仕様変更はありますか？短納期発注や
急な仕様変更による過重労働、長時間労働といったことは防げるのでこれからはそういったことも意識して取引をやっていきましょう。

2023.9.25開催厚生労働省大臣官房国際課設置
「国内の労働分野における政策手段を用いた国
際課題への対応に関する検討会」当連合会提出

資料（抄）一部加筆
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労務費の転嫁が一番進まない
➡ 労働条件の悪化につながる。取引環境が適正ではない状態

（例）
• 法定福利費（労働保険料や社会保険料等）の取引先負担分を見積もり額・発注額
に反映させてもらえない

• 適正ではない一人親方とさせられる（一人親方とすることで社会保険料負担を回
避する）

• 最低賃金上昇分を見積もり額・発注額に反映させてもらえない

2023.12 内閣官房・公正取引委員会 ブロック説明会資料（抄）

社労士が第三者として労務管理の状況を確認・評価等を行う事業（いわゆる労務監査）
①コンプライアンス遵守と労働環境改善を通じた取引環境の整備
➁コンプライアンス遵守と労働環境改善を通じた公的サービスの質の確保及び労働者への適正な分配
③労働法以外の法律における労務管理の評価

そこで、内閣官房・公正取引委員会では昨年11月「労務費の適切な転嫁の
ための価格交渉に関する指針」を示した。また、右記のような「価格交渉
の申込み様式（例）」を併せて公表した。同様式は、エネルギーコストと
は別枠で「３．労務費（定期昇給、ベースアップ、法定福利費等）を示し
ており、労務費の転嫁を促す取り組みを行っている。

2023.11 内閣官房・公正取引委員会 「労務費の適切な
転嫁のための価格交渉に関する指針」資料（抄）
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①労働条件を確保しない条件下で応札あるい落札して
いる事案に対する対応

➁政府が重点政策と位置付けている処遇改善が実際の
労働者に行き届いていない等とすることへの対応

➡ 安心・安全な労働条件を確保することを通じ
て、サービス、品質等の質の確保につながる

①【地方自治体、外郭団体等】労働条件審査（対象：応札企業あるいは落札企業）

➁【法務省法務局】登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）労働社会保険
                諸法令の遵守状況に係る実態調査（対象：応札企業）

③【地方自治体】建設工事に係る低入札価格調査制度」及び「測量・建設コンサル
                  タント等業務に係る低入札価格調査制度（対象：応札企業）

④【地方自治体】建設工事入札参加資格審査（格付）基準に関する評価
（対象：参加企業）

⑤【企業主導型保育施設】専門的労務監査（対象：企業主導型保育施設）

（共通点）「最低限度の労働条件の確保と改善」と「取引環境の適性化あるいはサービスの質の向上」は
密接に関連

➡労働法及び社会保険法等（人件費を含む労務費に関連する法律）と独禁法、下請法あるいは各業法と
役割分担しながらも連携・連動の必要性があるのではないか

連合会・都道府県社労士会の関連する主な取り組み

※①～⑤の各事業の概要は本資料32～36ページ参照
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